
減免申請を行う際は、八戸市市民環境部清掃事務所（TEL.27-4511）にご連絡ください。

○事前に準備・連絡していただくもの

・ り災証明書写し１部

・ 廃棄物の運搬を業者に依頼する場合

八戸市一般廃棄物収集運搬業許可業者の手配

連絡

初回窓口

減免申請は清掃事務所と清掃工場に必要です。


＊八戸市一般廃棄物収集運搬業許可業者

（可燃ごみ） （不燃ごみ） （埋立ごみ）

八戸市大字櫛引字取揚石１－１ 八戸市大字櫛引字山田山１－１ 八戸市大字櫛引字湯ノ沢２－６

月～金曜日（年末年始・祝日休み） 月～金曜日（年末年始・祝日休み） 月～金曜日（年末年始・祝日休み）

9:00～12:00・13:00～17:00 9:00～12:00・13:00～17:00 9:00～12:00・13:00～16:00

裏面（搬入時の注意）へ続く

り　災　者

（申請者）

現場立会い・火災ごみ確認

り災者または収集運搬業許可業者＊

清掃事務所

八戸清掃工場

清掃事務所

受付（可燃・不燃）

TEL.27-1351

現地で４者が立会い、火災ごみの分別と
搬入方法等について説明します。

八戸リサイクルプラザ

収集運搬業許可業者

一般廃棄物最終処分場

連絡

依頼

決 定 通 知 書

搬入

り　災　者

火災ごみ減免申請手続から搬入まで

八戸リサイクルプラザ

自己搬入

交付

八戸清掃工場

本申請は火災ごみ処分費用の減免措置をするものであり、解体・運搬費用を減免、補助するものではありません。
　＊家庭から排出される家庭系一般廃棄物のみを減免対象としており、事業系一般廃棄物または産業廃棄物（解体
　　工事によって生じた廃棄物等）は対象ではありません。
　＊減免対象の範囲は、り災証明書の「り災物件及びり災程度」の記載部分から発生した廃棄物になります。
　　詳細については、現場立会時に説明します。

火災ごみ確認日の決定

収集運搬業許可業者に依頼するときは、
減免決定通知書を業者に預ける。

減免決定通知書の交付
・八戸市一般廃棄物処分手数料減免決定通知書
・八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処分手数料減免決定通知書

八戸清掃工場

八戸市市民環境部

TEL.27-4511

受付（埋立）

各減免決定通知書持参

業者の手配にお困りの際は下記協会にご相談ください。
・一般廃棄物処理業者連絡協議会（TEL.20-9377）
・解体を伴う場合は、(一社)青森県解体工事業協会（TEL.017-729-2322）

八戸地域広域市町村圏事務組合



受入できるもの

受入できないもの

火災ごみ搬入手順
①八戸清掃工場及び八戸リサイクルプラザへ搬入する場合、八戸清掃工場の事務所で減免決定通知書を受け取る。

②八戸市一般廃棄物最終処分場へ搬入する場合、八戸市清掃事務所で減免決定通知書を受け取る。

③各施設で計量する際に減免決定通知書を提示する。搬入の際は係員の指示に従ってください。

解体廃棄物 解体業者が解体して生じた廃棄物（産業廃棄物に該当） 民間処理業者へ

取り扱い業者、
購入店、販売店へ

搬入時の注意

家電４品目 ①エアコン　②テレビ　③冷蔵庫・冷凍庫　④洗濯機

燃えたもの

燃え残った
可　燃　物

①布団 ②畳(12等分に裁断したもの) ③衣類 ④紙くず(雑誌等)
⑤その他最長辺50㎝以下の小型可燃物(家具及び建具等で50㎝四方
以下）
＊搬入最大車両：４tトラックまで

八戸清掃工場へ

①燃え殻 ②陶磁器くず ③ガラスくず
八戸市一般廃棄物　　　　　

　　最終処分場へ

処理困難物

パソコン
①ノートパソコン　②デスクトップパソコン本体
③液晶ディスプレイ（一体型パソコンも含む）
④ＣＲＴディスプレイ（一体型パソコンも含む）

製造メーカーへ

①家具 ②家電製品(家電4品目を除く) ③ガラス、陶磁器類(食器、
便器等) ④金属類　⑤罹災部分の建具　等
＊金属類は150cm以下に切断してください。　
＊金属類はできるだけ古物商等へ引き取りを依頼してください。
＊家具については高さ制限はありません。

八戸リサイクルプラザへ

①タイヤ・ホイール　②消火器　③ガスボンベ　
④バッテリー　⑤ピアノ　⑥耐火金庫 等

購入店、販売店へ

不燃物及び
燃え残った
粗大ごみ類


